
 
 

令和８年４月２８日 
 
佐々町長 濵野 亙 様 
 

佐々町水道料金・下水道使用料審議会 
会長  川 禎教 

 
 

答 申 書 
（水道料金及び下水道使用料の適正化について） 

 
 
 

 令和７年１１月２５日付け７佐水上第６５３号で諮問のあった佐々町の水道

料金及び下水道使用料の適正化について、当審議会において、慎重な審議を重

ねた結果を取りまとめましたので、別添のとおり答申します。 
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佐々町水道事業における水道料金の適正化について（答申） 

佐々町下水道事業における下水道使用料の適正化について（答申） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月２８日 

佐々町水道料金・下水道使用料審議会 
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（水道料金） 

 
１．審議に係る経緯 
 水道は、住民生活及び様々な産業活動に欠かすことのできない重

要なライフラインであり、水道事業者は常に安全・安心な水の安定

供給を求められている。 
 本町水道事業においては、消費税の導入、税率の改正によるもの

を除くと、昭和５８年５月料金からの改定を最後に、約４３年の長

期にわたり料金改定を行っていない。一方で、本町の水道施設は、

昭和３０年４月の事業開始から約７０年を経過し老朽化が進んでお

り、本町唯一の浄水場となる現在の佐々町浄水場も昭和５６年に建

築されて約４５年が経過している。また、その他の町内水道施設に

ついても老朽化が進んでおり、近年、被害が甚大化している大雨、

台風、地震などの様々な自然災害に備え、より強靭な施設に整備す

ることが求められている。 
しかしながら、人口減少や節水器具等の普及により給水収益は減

少傾向となっており、更に、近年の物価高騰等による費用増も相ま

って、経営状況はますます厳しく、安定的な事業継続が困難になっ

てきている。 
このような状況のもと、令和７年１１月２５日付けで佐々町長か

ら本審議会に対し、水道料金の適正化について意見を求められたも

のである。 
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２．答申の内容 
 

（１）水道料金の改定の必要性 

   審議の結果、必要なものと認める 

【補足】 

 本町水道事業を取り巻く経営環境は、人口減少や節水器具等の普

及による給水収益の減少に加え、近年の急激な物価高騰、経年によ

る施設、管路の更新時期の到来などによる費用の増加により、年々

厳しいものとなっている。 
 料金改定を行わないと、事業を進めていくことが非常に困難とな

る財政見込も想定されており、近い将来、資金不足により施設、管

路の更新などの工事が実施できなくなり、災害に対応することも困

難となるおそれがある。 
 よって、今後も安全で安心な水を継続的に供給していくために、

料金改定を行うことが妥当であると認める。 
 

（２）水道料金の改定時期 

   令和９年４月請求分から 

【補足】 

 令和８年度当初予算にて赤字予算を編成しており、直近の決算を

基に作成している財政見通しにおいても、令和９年度で累積欠損が

生じ、令和１５年度には資金不足となる見込みであるなど、非常に

深刻な財政状況となっている。 
 継続的に物価高騰が続いていることから、住民生活への負担を考

慮する必要があるが、料金改定を先送りにすることで、後年度によ

り重い住民負担を強いることとなり、費用負担の公平性が損なわれ

ることとなる。 
 そのため、累積欠損が生じる見込みとなる令和９年度からの料金

改定を行うことが妥当であると認める。 
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（３）料金算定期間及び平均改定率 

   算定期間５年（令和９年４月 から 令和１４年３月） 

   平均改定率１８．２８％（令和６年度決算比） 

【補足】 

算定期間を５年とし、現在の財政見通しにおいて令和７年度末約

８億円である保有資金を、令和２０年度末に各種積立金の最低の想

定額となる２億円まで使用すると設定した中で、令和９年度に   
１８．２８％、令和１４年度に１８．１７％（累積３６．４５％）

との改定方針が示された。 
 改定率については、令和１５年度資金不足となる見込みであった

ものが令和１７年度まで繰り延べされ、また、料金改定を行った中

でも保有資金は減少していっており保有資金を増加させるような過

大な設定ではないと認められること、算定期間については、期間内

の経済状況の変化に係る対応や、次回改定までの検討期間の確保が

図れる組み立てがなされていることから、妥当と認める。 
 
（４）料金体系 

   現行の料金体系を維持し、金額は下表のとおりとする。 

 
 
 

〇水道料金（税抜）

用途

料金 使用水量 料金

０立方メートルから５立方メートルまで 1,248円

10立方メートルまで 1,548円

超過料金 １立方メートルにつき 188円

専用又は供用

基本料金
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【補足】 

 本町の料金体系については、水道利用者が水道の基本水量により

一律に負担する「基本料金」と、基本水量を超過する水量により負

担する「従量料金」の２部料金制を採用している。 
 また、「基本料金」については、０～５㎥までと、６～１０㎥ま

での２段階の基本水量に分かれている。 
 本審議会においては、「基本料金」の口径、用途別、「従量料金」

の逓増、逓減制の採用について審議を行ったが、「基本料金」の口

径別については最小口径となる１３ｍｍが全水栓の約９２％を占め

ること、用途別については家庭用が全水栓の約９０％を占めること

から口径別、用途別料金を採用しないことが妥当であると認めた。 
 「従量料金」についても、浄水場の能力に対し高止まりとなって

いる配水状況及び水需要が減少していく将来推計により、節水を促

す形となる逓増制、水使用の増加を促す形となる逓減制を採用しな

いことが妥当であると認めた。 
 なお、本改定においては、昭和５８年５月以来、約４４年ぶりの

本体料金改定となっており、現行料金体系を維持することによる経

費負担の平等性に鑑み、基本料金、従量料金ともに改定を行うこと

を妥当であると認めた。 
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３．付帯意見 

〇住民への十分な周知 

 水道料金の改定を実施する際には、水道料金、下水道使用料等の

違いや、改定に係る効果的な周知を行い、十分に住民の理解を得ら

れるよう努められたい。 
 

〇継続的な経費削減等の経営努力 

 様々な物価高騰が発生している最中での料金改定であり、現状の

財政見通しにより令和１４年度改定も想定した中での料金改定とな

っている。 
 ついては、引き続き経費削減に努めるとともに、効率的な施設、

管路の更新、新たな財源の確保などについても検討し、経営状況の

改善に努められたい。 
 
〇算定期間及び料金体系の検討について 

 今回の料金改定における審議の中で、料金体系を維持すること、

算定期間を５年とすることとしているが、このことについては、将

来改定時も一律に行うのではなく、住民生活等における影響等を鑑

み、その時々における検討の中で柔軟に対応されるよう努められた

い。 
 
〇継続的な経営状況確認の場の設置について 

 今回は、料金の適正化ということで審議会を設置したが、本来は

事業における経営状況を継続的に確認していく中での１つの案とし

ての料金適正化の検討であることが望ましい。 
 ついては、本料金改定後も第三者による経営状況の確認の場を設

置するとともに、継続的な経営状況改善の検討に努められたい。 
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〇普通会計における横断的な政策的配慮の展開について 

 今般の社会情勢により、水道料金の改定のみならず住民、事業者

の様々な分野における負担はますます増加するものと考えられる。 
 ついては、現在一般会計において実施されている社会保障等の政

策的配慮がより重点的かつ横断的に検討され、展開されることを望

みます。 
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（下水道使用料） 

 
１．審議に係る経緯 
 下水道は、住民生活等における汚水の処理により、快適な生活環

境を維持していくために欠かすことのできない公共インフラの一つ

であり、将来にわたってその経営を継続し、安定的な汚水処理等の

サービスを提供しなければならない。 
 本町公共下水道事業は、町内における下水を排除し処理すること

を目的とし、平成３年９月に事業認可を得て工事に着手し、継続的

に整備を行ってきており、令和６年度に認可区域の面的整備を完了

した。 
 事業経営においては、令和２年度に地方公営企業法を適用し特別

会計から企業会計に移行したことで、独立採算の原則に基づき、使

用者から納めていただく下水道使用料を基本とする運営に移行して

いる。 
現在、下水道使用料や国交付金のほか、総務省が定める一般会計

からの基準内繰入金や不足分に係る一般会計からの基準外繰入金を

受け入れながら、経営を行っている。 
水道事業と同様に、下水道事業においても近年の物価高騰等によ

る費用増も相まって、経営状況はますます厳しくなっていき、安定

的な事業継続が困難になっていくものと予想される。 
このような状況のもと、令和７年１１月２５日付けで佐々町長か

ら本審議会に対し、下水道使用料の適正化について意見を求められ

たものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-7-



２．答申の内容 
 

下水道使用料の改定の必要性 

   審議の結果、必要ないものと認める 

【補足】 

 本町下水道事業を取り巻く経営環境は、近年の急激な物価高騰、

計画的な施設、管路の更新などによる費用の増加により、厳しいも

のとなっている。 
 しかしながら、一般会計からの基準内繰入を引き続き受入れ、企

業債の借入れ方法を見直し費用を平準化することにより、現在の使

用料設定においても、令和２０年度までの財政見通しの中で事業全

体の運営は行っていくことができるものとなっている。 
 このことをもって、将来まで使用料改定を行わないでいいという

ことではないが、引き続き財政見通しを注視しながら必要に応じて

時期を逸することなく検討を始めることを条件とし、今回は改定を

行わないことを妥当と認める。 
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３．付帯意見 

〇継続的な経費削減等の経営努力 

 今後も様々な物価の高騰が進んでいく見込みの社会情勢であり、

使用料の改定がなされない状態であっても、継続的に収支の改善に

取り組むことが必要である。 
 ついては、引き続き経費削減に努めるとともに、効率的な施設、

管路の更新、新たな財源の確保などについても検討し、経営状況の

改善に努められたい。 
 
〇継続的な経営状況確認の場の設置について 

 今回は、使用料の適正化ということで審議会を設置したが、本来

は事業における経営状況を継続的に確認していく中での１つの案と

しての使用料適正化の検討であることが望ましい。 
 ついては、今後、第三者による経営状況の確認の場を設置すると

ともに、継続的な経営状況改善の検討に努められたい。 
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おわりに 
 
 本審議会では、水道事業及び下水道事業の経営安定化を図るた

め、適正な水道料金、下水道使用料について審議を重ね、基本的な

方向性を示しました。 
 引き続き、住民及び事業者等の理解と協力を得ながら公営企業と

して不断の経営努力を行い、適正な事業運営を図られるよう強く要

望するとともに、将来にわたり安全で安心な公共サービスを持続的

かつ安定的に提供し、その責務を果たしていただくことを期待いた

します。 
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〈添付資料〉 
佐々町水道料金・下水道使用料審議会 委員名簿 

 
 

役職 氏名 所属

会長 川　禎教
佐々郵便局
局長

副会長 森山　政幸
佐々町商工会
会長

委員 横尾　みちる
横尾みちる税理士事務所
所長

委員 池田　隆良
佐々町観光協会
会長

委員 新村　惠一
佐々町建設協会
会長

委員 菅　富美子
佐々町地域婦人会
会長

委員 世知原　圭司
アリアケジャパン株式会社
執行役員　九州工場工場長

委員 末岡　誠二
有限会社　スエオカ
代表取締役

委員 古川　薫
社会福祉法人佐々川福祉会
（あやめの里）
施設長

委員 堤　朗
社会福祉法人佐世保白寿会
（さざ・煌きの里）
事務長
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佐々町水道料金・下水道使用料審議会 審議経過 
開催日時 開催場所 議事内容等 

（令和 7年度第 1 回） 

令和 7年 11 月 25 日

（火） 

18 時～ 

役場庁舎１階 

「さざホール」

・諮問 

・佐々町水道料金・下水道使用料審議会に

ついて 

・佐々町水道事業及び下水道事業の現状及

び収支見通しについて 

（令和 7年度第 2 回） 

令和 8年 1 月 19 日（月）

18 時～ 

役場庁舎２階 

「大会議室」 

・第 1回審議会審議内容の振り返り 

・料金、使用料適正化に係る算定諸条件の

検討について 

（令和 7年度第 3 回） 

令和８年 3 月 23 日（月）

18 時～ 

役場庁舎１階 

「さざホール」

・第 2回審議会審議内容の振り返り 

・水道料金改定（案）の検討 

（令和 8年度第 1 回） 

令和 8年 4 月 13 日（月）

18 時～ 

役場庁舎１階 

「さざホール」

・水道料金改定（案）の検討 

・審議会審議内容の整理 

（答申（案）の作成） 

（令和 8年度第 2 回） 

令和 8年 4 月 28 日（火）

18 時～ 

役場庁舎１階 

「さざホール」

・答申書（案）の議決について 

 

・答申 
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